指定給水装置工事事業者【更新】申請に必要な書類一覧表

1． 指定給水装置工事事業者申請書（様式第１号）

2． 誓約書（様式第２号）

3． 機械器具調書【任意様式でも可】・機械器具の写真（管の切断用の機械器具、管の加工用の機械器具、接合用の機械器具、水圧テストポンプ、以上４つの項目に該当する器具は必ず記入すること）

4． 事業所の写真（外部及び内部）

5． 事業所の付近見取図

6． 定款（法人の場合）

7． 登記事項証明書（法人の場合）

  ８．住民票の写し（個人の場合）

　９．給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第３号）

１０．給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの（免状又は技術者証）

１１．指定給水装置工事事業者　指定更新時確認事項（確認事項は下記の内容）

　　　①指定給水装置工事事業者講習会の受講状況

　　　②業務内容（営業時間、漏水修繕、対応工事等について）

　　　③給水装置工事主任技術者の研修受講状況（①の講習会以外の研修受講状況）

　　　④適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

※　指定給水装置工事事業者証交付時に手数料10,000円が必要となります。

※　更新を希望されない場合は、「指定給水装置工事事業者廃止届出書【様式第１１号】」の提出及び「小山町指定給水装置工事事業者証」を返却してください。

（問い合せ先）　小山町役場　上下水道課　　℡０５５０－７６－６１２５

